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公立大学法人神戸市外国語大学理事長・学長選考・解任審査等規程

２００８年９月２２日

規程第４号

　　　第 1章　総則
（趣旨）

第１条　この規程は、公立大学法人神戸市外国語大学理事長・学長選考会議規

程（以下「選考会議規程」という。）第２条、第 8 条及び第 10 条の規定に基
づき、公立大学法人神戸市外国語大学の学長となる理事長（以下「理事長・

学長」という。）の選考、解任審査等に関し、他の法令及び規程に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。

　　　第 2章　選考
（選考の時期）

第２条　選考会議は、次の各号の一に該当する場合に理事長・学長を選考する。

(1) 理事長・学長の任期が満了するとき。
(2) 理事長・学長が辞任を申出たとき。
(3) 理事長・学長が欠けたとき。
２　理事長・学長の選考は、前項第 1 号に該当する場合は、任期満了の２ヶ月
以前に、前項第２号又は第３号に該当する場合は、すみやかにこれを行なう。

（選考の基準）

第３条　理事長・学長の選考は、人格が高潔で、学識に優れ、かつ、大学にお

ける教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者

のうちから行なわなければならない。

（選考の方法）

第４条　選考会議は、学内の意向聴取手続きとして実施する投票（以下「意向

投票」という。）結果を踏まえて審議し、理事長・学長の選考を行なう。

２　選考会議は、意向投票において、候補者となった者の中から、前項に定め

る選考を行うものとする。

３　選考会議は、候補者が１名以下の場合は、前項の定めにかかわらず、次の

各号に掲げる事項を行うことができる。

　(1)　候補者以外の者を選考すること。
　(2)　議決により、再度、意向投票を実施すること。
４　選考会議は、選考結果を選考会議規程第８条の規定に基づき、理事長・学

長へ申し出るとともに、選考結果、選考経緯及び選考理由を学内に公表する

ものとする。

５　理事長・学長は、前項の申出があったときは、神戸市長に対し、速やかに

次期理事長・学長の任命を申し出るものとする。
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（意向聴取手続き）

第５条　前条第１項に定める学内の意向聴取手続きは、理事長・学長候補者（以

下「候補者」という。）の推薦、候補者の所信表明、意向投票の順により行な

う。

２　前項に定める候補者の推薦及び意向投票ができる者（以下「意向投票権者」

という。）は、専任の教員及び事務職員とする。ただし、事務職員については、

係長以上の職にある者に限るものとする。

（選考時期等の公示）

第６条　選考会議は、候補者の選考を開始するに当たり、第５条に規定する候

補者の推薦受付期間、意向投票に関する公示日及び投票日その他理事長・学

長選考に関する日程を決定し、公示（以下「選考時期等の公示」という。）す

る。

２　前項に定める公示は、候補者の推薦受付開始日の７日以前に行なうものと

する。

３　第１項に定める公示は、公立大学法人神戸市外国語大学定款第７条に定め

る公告の方法によらず、意向投票権者に適切に伝達できる方法により行なう

ものとする。

（意向投票管理委員会）

第７条　選考会議は、理事長・学長意向投票管理委員会（以下「管理委員会」

という。）を設け、第５条に規定する手続に関する事務を、選考時期等の公示

に基づいて管理させる。

２　管理委員会は、意向投票権者の中から、次の各号に掲げる者（以下「委員」

という。）をもって組織する。

　(1)　教授会から選出された者 ８名

　(2)　事務局から選出された者 ２名

３　前項に定める委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。

４　委員が、理事長・学長候補者として推薦され、これを承諾した場合は、前

項の規定にかかわらず、委員としての資格を失う。

５　委員が欠員となった場合は、教授会もしくは事務局において、すみやかに

補充する者を選出しなければならない。

６　管理委員会には委員長を置く。委員長は、委員の互選により選出する。

７　管理委員会は、次の各号に掲げる業務を行なうものとする。

　(1)　候補者の推薦の募集、受付並びに候補予定者の意向確認に関する事項
　(2)　候補者の所信表明の実施に関する事項
　(3)　意向投票の管理に関する事項
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８　管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き議決すること

ができない。

９　管理委員会の議決は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、委

員長の決するところによる。

（候補者の推薦）

第８条　意向投票権者は、５名以上でもって、推薦受付期間に、候補者に推薦

する者（以下「被推薦者」という。）を管理委員会委員長に対して推薦するこ

とができる。

２　前項に規定する推薦ができる者は、第 6 条に規定する公示のあった日に、
意向投票権者である者とする。ただし、休職、停職及び長期出張中の者を除

く。

３　被推薦者は、候補者となることを承諾した場合にのみ、候補者となるもの

とする。

４　候補者となる者は、経歴等について、管理委員会が定めるところにより、

提出しなくてはならない。

５　管理委員会は、推薦、承諾の結果等候補者に関する事項について、第９条

に規定する意向投票の公示までに、選考会議に報告しなければならない。

（意向投票等に関する公示等）

第９条　管理委員会は、候補者の氏名、所信表明の方法並びに意向投票に関す

る事項について、学内に公示しなければならない。

２　前項に定める公示は、意向投票日の１４日以前に行なうものとする。

（所信表明）

第 10条　候補者は、前条に定める公示日以降、管理委員会が定める方法によっ
て、所信の表明を行なわなければならない。所信表明の内容は、事前に文書

により管理委員会へ提出しなくてはならない。

２　管理委員会は、候補者が、文書等により、所信を表明できる機会を与えな

くてはならない。

（意向投票）

第 11条　意向投票ができる者は、投票日に意向投票権者である者とする。ただ
し、休職、停職及び長期出張中の者を除く。

２　前項で定める意向投票をできる者が、やむを得ない事由により、投票日に

自ら投票所へ行くことができない場合は、別に定めるところにより不在者投

票を行なうことができる。

３　意向投票は、無記名で行なうものとする。

４　意向投票の結果、投票総数の過半数を得た候補者を１位とし、その他の候

補者については、得票の多い者から順位を付けるものとする。
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５　投票総数の過半数を得た候補者がいない場合は、上位２名による決選投票

を１回に限り行ない、順位を付ける。ただし、末位に得票同数の者があると

きは、その者も含めて決選投票を行なう。

６　候補者が１名の場合は、前２項を適用しない。

（意向投票結果の報告）

第 12条　管理委員会は、意向投票の結果及び候補者の所信表明等を選考会議に
報告しなければならない。

（適用除外）

第 12条の２　推薦受付期間終了時点において、候補者が存在しない場合は、第
９条、第 10条、第 11条及び第 12条は、適用しない。
　　　第３章　解任審査

（解任理由等）

第 13条　理事長・学長は、地方独立行政法人法第 16 条に定める欠格事項に該
当する場合のほか、選考会議が、神戸市長へ解任の申出を行なうことにより、

神戸市長より解任されるものとする。

２　前項に定める選考会議の解任の申出は、選考会議での解任審査の結果、理

事長・学長が次の各号の一に該当する場合に限り行なうことができる。

　(1)　心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
　(2)　職務上の義務違反があるとき。
　(3)　職務の遂行が適当でないため、業務の実績が悪化した場合であって、引
き続き当該職務を行なわせることが適切でないとき。

　(4)　公立大学法人神戸市外国語大学職員就業規則第 18条及び第 36条に該当
すると認められるとき。

　(5)　学校教育法第９条各号の一に該当するとき。
　(6)　その他理事長・学長として、真に適格でない理由があるとみとめられる
とき。

（解任審査請求）

第 14条　選考会議による理事長・学長の解任審査は、選考会議が自ら解任審査
の必要を認めた場合のほか、次の各号の一に該当する場合に、選考会議が解任

審査を行なうものとする。

　(1)　教育研究評議会又は経営協議会のいずれかにおいて、構成員の３分の２
以上の議決により解任審査請求の議決が行なわれたとき。

　(2)　意向投票権者の過半数による解任審査請求がなされたとき。
２　前項各号に定める解任審査の請求は、解任審査請求理由を付し、選考会議

議長に対して行なうものとする。

３　解任審査の請求があった場合は、すみやかに選考会議を招集し、解任審査
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を開始する決定をしなければならない。

４　第１項第２号に定める解任審査の請求ができる者は、請求日において、意

向投票権者である者とする。ただし、休職、停職及び長期出張中の者を除く。

（解任審査）

第 15条　選考会議は、学内の意向聴取手続として実施する投票（以下「解任意
向投票」という。）の結果を踏まえ、理事長・学長の解任審査を行なうものと

する。

２　選考会議は、解任審査の結果を、審査の経緯及びその理由を付して、学内

に公表するものとする。

３　選考会議は、解任審査の結果、理事長・学長を解任することが適当である

と議決したときは、選考会議規程第 8 条の規定に基づき、神戸市長及び理事
長・学長に対して申し出るものとする。

４　選考会議は、解任意向投票に関する事務を第 7 条に定めた管理委員会に行
わせるものとする。

（解任意向投票の公示）

第 16条　選考会議は、解任意向投票を実施するに当たり、解任理由、理事長・
学長の意見表明に関する事項及び解任意向投票日その他理事長・学長の解任意

向投票に関する事項を決定し、公示するものとする。

２　前項に定める公示は、解任意向投票日の 14日以前に行なうものとする。
３　第１項に定める公示は、公立大学法人神戸市外国語大学定款第７条に定め

る公告の方法によらず、解任意向投票権者に適切に伝達できる方法により行

なうものとする。

（理事長・学長の意見表明）

第 17条　理事長・学長は、前条に定める公示日以降、管理委員会が定める方法
によって、解任理由に対する意見の表明を行なわなければならない。意見表

明の内容は、事前に文書により管理委員会へ提出しなくてはならない。

２　管理委員会は、理事長・学長が、文書等により意見を表明する機会を与え

なければならない。

（解任意向投票）

第 18条　解任意向投票の実施については、前条に定めた公示に基づいて管理委
員会が行なう。

２　解任意向投票は、無記名で行なうものとする。

３　第２項に定める解任意向投票ができる者は、投票日当日において、意向投

票権者である者とする。ただし、休職、停職及び長期出張中の者を除く。

４　前項で定める解任意向投票ができる者が、やむを得ない事由により、投票

日に自ら投票所へ行くことができない場合は、別に定めるところにより不在
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者投票を行なうことができる。

（解任意向投票結果の報告）

第 19条　管理委員会は、解任意向投票の結果を選考会議へ報告しなければなら
ない。

　　　第 4章　雑則
（雑則）

第 20条　理事長・学長の選考及び解任審査に関する管理運営の疑義及びこの規
程に定めのない事項については、選考会議がこれを決定する。

２　この規程の改廃は、選考会議の議長が選考会議に諮って行なう。

３　この規程の実施について必要な事項は、選考会議の議長が選考会議に諮っ

て定める。

　　　附　則

１　この規程は、2008年９月 22日から施行する。
２　第７条第３項の規定にかかわらず、法人の成立後最初の委員の任期は、2009
年３月末日までとする。

３　以下の規程等を廃止する。

　(1)　神戸市外国語大学学長選考規程（1973年２月大学規程第 1号制定）
　(2)　神戸市外国語大学学長選考規程施行に関する内規（1973年２月教授会決
定）

　　　附　則

　この規程は、２００９年３月 30日から施行する。


